
「地域とともにある学校づくり」を目指して
～子どもたちの成長を多面的に支える～ ＮＯ．２

「学校評議員制度」「学校関係者評価委員会」は，学校と地域の協働関係・信頼関係の土台となる大切な取組です。会議体・
評価機能を「学校運営協議会」に移行していくことで，さらに組織的・継続的な体制が確立され，従来の取組も一層充実して
いきます。
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【学校関係者評価】
学校関係者評価は，保護者，学校評議員，地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が，その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じ

て，自己評価の結果について評価することを基本として行います。

会議体・評価機能を

複数校設置の場合は，各学校（園）ごと

に，評価部会を組織するなどの工夫を！

学校・保護者・地域合同の避難訓

練を行ってはどうだろうか？うちの
学校は避難所に指定されているが，
災害時，どんな対応をしてくれるん
だろう？みんなで勉強したいね。

避難訓練については，学校
から改善の方策がでてきたが，
地域も参加できる工夫はでき
ないだろうか？
それぞれの立場で知恵を出
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（運営協議会で承認）

実施
（運営協議会が保護者・地域
の教育活動への参画を推進）
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学校・家庭・地域の
課題解決に向けた動
きへ進展！

移行
学校関係者評価を実施

〈学校評議員制度〉
学校評議員制度は，学校評議員が，校

長の求めに応じて，学校運営に関する意
見を述べる制度です。（学校教育法施行
規則第４９条）

〈学校関係者評価委員会〉
学校関係者評価委員会は，学校関係

者評価を実施するための任意設置の会
議体です。（学校教育法第４３条，
同法施行規則第６７条）

今までは 学校運営協議会

学校関係者評価を実施

学校運営協議会としての意見を反映

（学校運営協議会のフォローで）

（学校運営協議会のリードで）


